
【テーマ１】 看取り 参考資料

1

意見交換 資料－２参考１
２ ９ ． ３ ． ２ ２



１．看取りを巡る状況

２．場所に応じた看取りの現状と報酬上の評価
①在宅
②介護保険施設等
③医療機関

【テーマ１】 看取り 参考資料

2



【テーマ１】 看取り

3

１．看取りを巡る状況

２．場所に応じた看取りの現状と報酬上の評価
①在宅
②介護保険施設等
③医療機関



出典：2015年以前は厚生労働省「人口動態統計」による出生数及び死亡数（いずれも日本人）
2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果

(千人)

○ 今後も、年間の死亡数は増加傾向を示すことが予想され、最も年間死亡数の多い2040
年と2015年では約36万人/年の差が推計されている。

看取りに関わる状況① 死亡数の将来推計

死亡数の将来推計
推計
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出典：医療経済研究機構｢要介護高齢者の終末期における医療に関する研究報告書｣

※他国との比較のため、日本のデータは2000年時点のデータを使用

看取りに関わる状況② 死亡の場所(各国比較)

○ 国際的にみて、日本は病院での死亡率が高い。
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看取りに関わる状況③ 死亡の場所（年次推移）

○ これまで、自宅等における死亡が減少し、医療機関における死亡が増加する傾向にあった。
○ 近年、医療機関以外の場所における死亡が微増する傾向にある。

死亡の場所別にみた年次別死亡数百分率
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看取りに関わる状況④ 死亡に占める自宅死の割合（都道府県別）

出典：人口動態調査（平成27年）
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■終末期の療養場所に関する希望

出典：終末期医療に関する調査（各年）

国民の意識① 終末期の療養場所について

○ 一般国民において「自宅で最後まで療養したい」と回答した者の割合は約１割であった。自宅で
療養して、必要になれば医療機関等を利用したいと回答した者の割合を合わせると、約６割の国民
が「自宅で療養したい」と回答した。
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■自宅で最期まで療養することが困難な理由（複数回答）

■自宅での療養：60%以上の国民が、最期まで自宅での療養は困難と考えている。

出典：平成２０年度 厚生労働省 「受療行動調査」
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出典：平成２０年終末期医療に関する調査

国民の意識② 終末期医療に関する調査の概要
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○ 平成18年３月に富山県射水市民病院における人工呼吸器取り外し事件が報道され、「尊厳死」のルール化の議論が活

発化。

○ 平成19年、厚生労働省に、「終末期医療の決定プロセスのあり方に関する検討会」を設置し、回復の見込みのない末

期状態の患者に対する意思確認の方法や医療内容の決定手続きなどについての標準的な考え方を整理することとした。

○ パブリックコメントや、検討会での議論を踏まえ、平成１９年５月に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドラ

イン」をとりまとめた。

※平成26年に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に改称。

１ 人生の最終段階における医療及びケアの在り方

○ 医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決

定を基本として終末期医療を進めることが重要。

○ 人生の最終段階における医療の内容は、多専門職種からなる医療・ケアチームにより、医学的妥当性と適切性を基

に慎重に判断する。

２ 人生の最終段階における医療及びケアの方針の決定手続

○ 患者の意思が確認できる場合には、患者と医療従事者とが十分な話し合いを行い、患者が意思決定を行い、その内

容を文書にまとめておく。説明は、時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じてその都度行う。

○ 患者の意思が確認できない場合には、家族が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者に

とっての最善の治療方針をとることを基本とする。

○ 患者・医療従事者間で妥当で適切な医療内容について合意が得られない場合等には、複数の専門家からなる委員会

を設置し、治療方針の検討及び助言を行うことが必要。

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」

策定の背景

ガイドラインの概要
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患者の意思が
確認できる

患者と医療従事者とが十分に話し合い、

患者が意思決定を行う

・病態などにより
医療内容の決定が困難

・家族の中で意見が
まとまらないなどの場合

→複数の専門家で構成する
委員会を設置し、
治療方針の検討や助言

患者の意思が
確認できない

患者の推定意思を尊重し、

患者にとって最善の治療方針をとる

・家族が患者の
意思を推定できない

・家族がいない

患者にとって最善の治療方針を、

医療・ケアチームで慎重に判断

（※家族がいる場合は十分に話し合う）

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」
方針決定の流れ（イメージ図）

人生の最終段階における医療およびケアについては、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明
がなされ、それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本として進め
ることが最も重要な原則
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人生の最終段階における医療に関する意識調査結果（平成25年3月）

人生の最終段階における医療について家族と話し合ったことがある者の割合

（％）

意思表示の書面をあらかじめ作成しておいくことへの賛否

意思表示の書面の作成状況（意思表示の書面の作成に「賛成」と回答した者）

（％）

2.8 39.4 55.9 1.8一般国民（2,179）

詳しく話し合っている 一応話し合ったことがある 全く話し合ったことがない 無回答

69.7 2.3 27.0
1.0

一般国民（2,179）

賛成である 反対である わからない 無回答

3.2

91.4 5.3一般国民（1,518）

作成している 作成していない 無回答

（％）

出典：人生の最終段階における医療に関する調査（平成25年） 12
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人生の最終段階における医療に関する意識調査結果（平成25年3月）

出典：人生の最終段階における医療に関する調査（平成25年） 13



本人の意思を尊重した人生の最終段階における医療の提供体制の整備

終末期医療に関する意識調査等検討会報告書の概要（平成26年3月）

国民が人生の最終段階における医療に関して考えることができる機会の確保

人生の最終段階における医療に対する国民の関心や希望はさまざまであり、こうした思いを支えることができる相談体制やそ
れぞれのライフステージに適した情報提供等により、国民が主体的に考えることができる機会を提供することが重要である。

厚労省ガイドラインの普及活用の促進、医療機関等における複数の専門家からなる倫理委員会の設置、医療福祉従事者の資質
向上のための研修の実施等により、本人の意思を尊重した人生の最終段階における医療の提供体制を整えることが必要であ
る。

§ 人生の最終段階における医療に関する意識調査結果の概要

☝ 自身の死が近い場合に受けたい医療や受けたくない医療についての家族と話し合いについて、「全く話し合ったことがない」
が一般国民の56％。

☝ 自分で判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した書面を
あらかじめ作成しておくことについて70％が賛成していたが、実際に作成しているのは3％。（国民）

☝ 自分で判断できなくなった場合に備えて、家族等の中から、自分に代わって判断してもらう人をあらかじめ決めておくことに
ついて、63％が賛成。

☝ 希望する療養場所について、居宅を希望する割合は、状態像によって10～72％。（国民）
☝ 希望する治療方針は、状態像によって差があるが、概ね「肺炎にもかかった場合の抗生剤服用や点滴」「口から水を飲めなく

なった場合の水分補給」は希望する割合が高く、「中心静脈栄養」「経鼻栄養」「胃ろう」「人工呼吸器の使用」「心肺蘇生
処置」は57～78％が希望しない。（国民）

☝ 「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を参考にしているかどうかについて、医療福祉従事者の職種によって
34～50％が 「ガイドラインを知らない」と回答。

☝ 施設の職員に対する人生の最終段階における医療に関する教育・研修は、施設の種別によって28～56％で実施。

§ まとめ

「終末期医療」から「人生の最終段階における医療」への名称変更

最期まで本人の生き方（＝人生）を尊重した医療およびケアの提供について検討することが重要であることから変更した。

【調査時期】平成25年3月 【調査方法】郵送調査
【調査対象】（回収数/配布数）
一般国民（2,179/5,000）、医師（921/3,300）、看護職員（1,434/4,300）、施設介護職員（880/2,000）、施設長（1,488/4,200）
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【背景・課題】
高齢化が進展し、年間死亡者数が増加していく中で、人生の最終段階における医療のあり方が大きな課題となる。
人生の最終段階における医療について、医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、患者が医療従事者と話し合いを行
い、患者本人による決定を基本として進めることが重要であり、厚生労働省では、こうした合意形成のプロセスを示す「人生の最終段
階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」（平成19年策定、平成26年改称）を策定し、周知を図ってきた。
しかしながら、平成25年の調査によれば、当該ガイドラインは医療従事者に十分認知されているとは言えず、人生の最終段階におけ
る医療に関する研修も十分に行われていない状況である。

【事業内容】
人生の最終段階における医療に関する患者の相談に適切に対応できる体制を強化するため、平成26、27年度のモデル事業の成果を踏
まえ、平成28年度から、医療・ケアチーム（医師、看護師等）の育成研修を全国８ブロックで実施。平成29年度は、平成28年度に実
施した人材育成研修を継続するとともに、国民への普及啓発のための取組みを行う。

プログラム 主旨、構成内容

講義１ 倫理的な問題を含む意思決定をどう進めるか？

講義２
「人生の最終段階における医療の決定プロセスに
関するガイドライン」の解説

講義３ アドバンス・ケア・プランニングとは

講義４ 臨床における倫理の基礎

講義５ 意思決定に関連する法的な知識

講義６ 患者・家族の意向を引き継ぐには

患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療の実現に向けた取組

人生の最終段階における医療体制整備事業

・人生の最終段階における医療に関する意思決定に携わっている医師を含む多職種チーム
（診療所、訪問看護ステーション、介護老人福祉施設が連携し、多職種チームとして参加することも可能）

研修対象者研修対象者

プログラムプログラム

プログラム 主旨、構成内容

ロールプレイ１ もしも、のときについて話し合いを始める

ロールプレイ２ 代理決定者を選定する

ロールプレイ３
治療の選好を尋ね、最善の選択を支援する代理
決定者の裁量権を尋ねる

グループディスカッション１ 多職種カンファレンスを効果的に行うには

グループディスカッション２ 明日への課題

開催実績／予定開催実績／予定

平成28年度予算 61百万円
平成29年度予算案 66百万円

・平成26年、27年度は、モデル事業として実施。平成26年度10か所 24名、平成27年度５か所 25名が研修を終了。
・平成28年度は、220チーム、776名が研修を受講予定。 15



平成26／27年度人生の最終段階における医療体制整備事業 参加医療機関

NO. 都道府県 平成26年度 参加医療機関名 病床数

1 北海道 社会医療法人恵和会 西岡病院 98
2 岩手県 岩手県立二戸病院 300
3 千葉県 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 925
4 東京都 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 550
5 新潟県 南魚沼市立ゆきぐに大和病院 199
6 長野県 諏訪赤十字病院 455
7 岐阜県 独立行政法人国立病院機構 長良医療センター 468
8 大阪府 独立行政法人 国立循環器病研究センター 612
9 徳島県 医療法人凌雲会 稲次整形外科病院 48

10 熊本県 社会医療法人芳和会 くわみず病院 100

NO. 都道府県 平成27年度 参加医療機関名 病床数

1 北海道 医療法人財団 老蘇会 静明館診療所 0
2 群馬県 公立富岡総合病院 341
3 東京都 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 782
4 愛知県 春日井市民病院 556
5 福井県 オレンジホームケアクリニック 0

【北海道】
社会医療法人恵和会

西岡病院

【大阪府】
独立行政法人

国立循環器病研究センター

【徳島県】
医療法人凌雲会
稲次整形外科病院

【新潟県】
南魚沼市立ゆきぐに大和病院

【東京都】
地方独立行政法人

東京都健康長寿医療センター

【岐阜県】
独立行政法人国立病院機構

長良医療センター

【熊本県】
社会医療法人芳和会
くわみず病院

【長野】
諏訪赤十字病院

【岩手県】
岩手県立二戸病院

【福井県】
オレンジホームケアクリニック

【愛知県】
春日井市民病院

【群馬県】
公立富岡総合病院

【東京都】
独立行政法人

国立病院機構東京都医療センター

【北海道】
医療法人財団老蘇会
静明館診療所

【千葉県】
亀田総合病院
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3%

54%
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4%

3%

52%

68%

6%

9%

12%

36%

14%

7%

7%

15%

11%

11%

30%

19%

15%

13%

26%

7%

34%

29%

26%

26%

26%

34%

15%

10%

28%

33%

43%

2%

36%

41%

46%

42%

41%

38%

3%

2%

43%

27%

16%

6%

13%

14%

13%

22%

14%

1%

9%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不安や心配が和らいだ

不安や心配がかえって強くなった

患者、家族間の話し合いが深まった

患者、家族間の話し合いを始めるきっかけになった

今までわからなかったことを理解することができた

悩みなど自分たちの思いが医療者にわかってもらえた気がする

患者の希望がより尊重されたと思う

家族の希望がより尊重されたと思う

あまり知りたくない内容だと感じた

縁起でもないと感じた

相談に同席していない家族に病状などを伝えやすくなった

「しておきたいと考えていたこと」をすることができた

そうは思わない
あまりそう思わない
少しそう思う
そう思う
とてもそう思う

相談に対する患者の満足度

人生の最終段階における医療にかかる相談に関する調査

○ 「人生の最終段階における医療体制整備事業」の参加医療機関において、患者からの相談内容で多
いのは、「望んでいる療養場所」であり、次いで「受けたくない医療行為」であった。

○ 相談を受けた患者へのアンケート調査によると、「患者の希望がより尊重されたと思う」と回答し
た者が89%であり、次いで「家族の希望が尊重されたと思う」（86%）であった。一方で、「あま
り知りたくない内容だと感じた」と回答した者が２割弱であった。

(n=106人)

(n=397例)特に多かった相談内容（相談者の７割以上が相談した事項）

出典：平成26年度人生の最終段階の医療体制整備事業総括報告書

望んでいる療養場所 ８０％
受けたくない医療行為 ７３％

17



【テーマ１】 看取り

18

１．看取りを巡る状況

２．場所に応じた看取りの現状と報酬上の評価
①在宅
②介護保険施設等
③医療機関



出典：保険局医療課調べ（平成27年7月1日時点）、平成26年度検証部会調査（在宅医療）

在宅医療の状況①
在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所の届出数の推移

○ 在宅療養支援病院の届出医療機関数は概ね増加から横ばいである。
○ 在宅療養支援診療所の届出医療機関数は概ね増加から横ばいである。

＜在宅療養支援診療所届出数＞
届出数
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213 345 
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従来型在支診
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＜在宅療養支援病院届出数＞

届出数
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従来型在支病
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在宅医療の状況② 都道府県別の訪問診療実施診療所数

診

療

所

数

出典：NDBデータ（平成27年5月診療分）

＜訪問診療料を算定している診療所数（65歳以上人口10万人当たり）＞
～都道府県別～

○ 高齢者人口当たりの訪問診療を実施している診療所数は全国平均で約67診療所／65歳以上人口
10万人であり、都道府県によってばらつきがみられた。

全国平均66.8

・・・今後特に高齢者の増加が予想される地域 20



在宅での看取りを行う医療機関数の推移

2.7% 3.1%
5.6%

0.0%

5.0%

10.0%

236
268

476

0
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400

500

600

700

800

900

1,000

2008 2011 2014

病院

(H26)(H23)(H20)

（施設数）

（構成比）

在宅看取りを行う病院の数

病院全体に占める割合

出典：医療施設調査（厚生労働省） 21

在宅医療の状況③ 在宅での看取りを行う医療機関数の推移

○ 在宅での看取りを行っている医療機関の数は年々増加しているが、病院、診療所ともに全体の約
５％に留まっている。

3,074 
3,280 

4,312 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2008 2011 2014

（施設数）
3.4% 3.6% 4.7%
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5.0%

10.0%

診療所

(H26)(H23)(H20)

診療所全体（注）に占める割合

（構成比）

在宅看取りを行う診療所の数

（※）保険診療を行っていないものを除く



出典：日本在宅医学会ホームページ

在宅医療の状況④ 在宅医療における技術について
＜日本在宅医学会の研修プログラムの内容＞

在宅研修施設での研修

① 主治医として診療を行った30症例の報告（以下
を含む。）

a. がんの在宅緩和医療の領域、認知症を含む
高齢者ケアの領域、内部障害（神経難病、
臓器不全等）又は小児若年障害者の領域か
ら各3症例以上

b. 在宅看取り例3症例以上

② 他施設交流研修を3回以上

③ ポートフォリオの作成（以下の領域を網羅）

a. 医学的側面；老年医学、緩和医療学、内部
障害・小児・障害者、在宅医療の諸相（導
入、急性期、看取り等）、生物・心理・社
会モデル

b. 社会的側面；社会保障制度の理解、患者中
心の医療と家族ケア、チームアプローチ、
臨床倫理・意思決定の支援、在宅医療の質
改善・地域づくり

○ 在宅医療に必要な技術は多岐に渡っており、医学的側面からは特に老年医学・緩和医療学・神
経難病等の内部障害や看取りの諸相に対応する技術等が重要であるとされている。

ポートフォリオ（一部抜粋）

A
医
学
的
側
面

1 老年医学

A １－① 認知症
A １－② 栄養障害、
A １－③ 摂食嚥下障害・口腔内の問題のアプローチ、
A １－④ 排泄（排尿・排便）
A １－⑤ 褥瘡とフットケア

A １－⑥
リハビリテーション（転倒・骨折、廃用症候群を含
む）

A １－⑦ その他

2 緩和医療学

A ２ー① 疼痛管理

A ２－②
他の症状管理（呼吸苦,倦怠感,食思不振、ｲﾚｳｽ、
譫妄等）

Ａ ２－③ 非がん疾患のホスピス・緩和ケア
Ａ ２－④ スピリチュアルケア
Ａ ２－⑤ グリーフケア
Ａ ２－⑥ 臨死期の対応〔看取り）
A ２－⑦ その他

3
内部障害・小児・

障害者

A ３－① 神経難病
A ３ー② 呼吸不全、心不全、腎不全、膠原病
A ３－③ 小児
A ３－④ 障害者
A ３－⑤ その他

4
在宅医療の諸相
（導入、急性期、
看取りなど）

Ａ ４－① 急性期のアセスメント
A ４－② 急性期の在宅での治療
Ａ ４－③ 入院適応について
A ４－④ 在宅医療の導入
Ａ ４－⑤ 臨死期の対応〔看取り）
A ４－⑥ その他

5 生物、心理、社
会モデル

A ５－① 複雑な事例（困難事例）への対応
A ５－③ その他 22



出典：Yamagishi A, Morita T, Miyashita M. Providing palliative care: the views of community general practitioners and district nurses in 
Japan  J Pain Symptom Manage. 2012

在宅医療の状況⑤ 在宅医療における技術について
＜緩和医療において担当可能な治療＞

【研究概要】
研究目的：診療所医師における在宅緩和ケアの診療経験、担当可能な治療、緩和ケアコンサルテーション等への参加意欲、がん

末期における入院理由等を明らかにすること。
研究方法：調査票の郵送配布・回収による横断調査
調査対象：鶴岡市、柏市、浜松市、長崎市の診療所（内科、外科、呼吸器科、消化器科、泌尿器科、婦人科）
回答数：235医療機関（n=235／1,106）

○ 地域においてより有効な緩和ケアを提供するためには、経口麻薬の投与法等に関する教育・
普及が重要であるとの報告がある。
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28%

38%

25%

22%

30%

44%

40%

36%

25%

36%

52%

58%

51%

42%

50%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

末梢静脈点滴

経口麻薬の投与

胸水・腹水穿刺

輸血

中心静脈栄養・ポート管理

皮下輸液

鎮静薬の持続皮下注射

モルヒネの持続皮下注射

自信を持って行うことができる 専門家に相談できれば行うことができる 対応は困難

23



4550 4620 4806 4971 5184 5275 5190 5320 5434 5632
5974

6480
6998

7756

8613

4930 5057 5230 5356 5524 5573 5479 5499 5607 5712
6049

6519

7092

7739

8484

4246 4284
3874 3752

3518
3286

3044
2767 2561 2345 2142 1970 1860 1766 1687 1617 1629
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5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

医療保険の訪問看護ステーション（訪問看護療養費） 介護保険の訪問看護を行う訪問看護ステーション（訪問看護費）

医療保険の訪問看護を行う病院又は診療所※ 介護保険の訪問看護を行う病院又は診療所（訪問看護費）

在宅医療の状況⑥ 訪問看護の実施事業所・医療機関数の年次推移
○ 訪問看護ステーションの数は、近年の増加が著しい。訪問看護を行う病院・診療所は、医療保険

で実施する病院・診療所が多く、介護保険を算定する病院・診療所は減少傾向である。

（ヶ所）

※在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料

及び精神科訪問看護・指導料を算定する病院・診療所

出典：「医療費の動向調査」の概算医療費データベース（各年５月審査分）、NDBデータ（各年５月診療分）、「介護給付費実態調査」（各年4月審査分） 24



8.1 25.6 30.2 30.5 5.6
利用者の死後、必要に応じて家族等のグリー

フケアを行っている。

できていない

必要と感じるケースであっても、実施できていないことが多い

必要と感じるケースでは、ほぼ実施している

必要と感じるケースでは、すべて実施している

無回答

在宅医療の状況⑦
訪問看護ステーションにおける在宅看取りを支えるためのケアの提供状況

在宅看取りを支えるためのケアの提供状況

○ 訪問看護ステーションでは、看取りへの対応として、医師との連携や本人の意思確認、経過の説明
の他に、デスカンファレンスやグリーフケアも実施されている。

1.8 38.9 53.7 5.6
利用者の希望に応じた「看取りを含む在宅療養生

活の継続支援」に積極的に応える姿勢である医師

と連携できる体制が整っている。

連携できる体制が常に整っていない

タイミングによっては連携が難しい場合がある

連携できる体制が常に整っている

無回答

9.5 14.7 41.4 28.4 6

終末期ケアにおいて、利用者等に適切な時期を見計らって、

予後及び死までの経過を丁寧に説明し、記録として残してい

る。

5割未満

5～8割未満

8～10割未満

10割

無回答

8.1 17.2 34.7 33.7 6.3
死の受け止め方など、利用者等への精神的な側面へのケアを

行っている。

5割未満

5～8割未満

8～10割未満

10割

無回答

12.6 29.5 36.1 16.1 5.6

利用者の死後、事業所内でカンファレンス等

を行い、提供したサービスや判断の妥当性等

を振り返る機会を設けている。

できていない

必要と感じるケースであっても、実施できていないことが多い

必要と感じるケースでは、ほぼ実施している

必要と感じるケースでは、すべて実施している

無回答

3.5 6.7 35.4 49.1 5.3
終末期ケアおよび死の迎え方について、利用者本人（意思表

示ができない場合は家族等）の考え方を確認し、適切に対応し

ている。

5割未満

5～8割未満

8～10割未満

10割

無回答

○

○

○

○

○

○

出典：平成 27 年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業 「訪問看護の看取りや医療依存度の高い療養者を支える機能の充実と質確保に関する調査研究事業報告書」 25



○ 65才以上人口あたり訪問看護利用状況（年間受給者数）と、自宅死の割合には、正の相関がある
が、地域差が大きい。

都道府県別の自宅死の割合と、65歳以上人口千人あたりの病床数、介護施設定員数、サービス利用者数等との相関 （値は相関係数）
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都道府県別の訪問看護の利用状況と自宅での死亡割合

R=0.56

（参考）
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療養
病床数

介護老人
保健施設

定員

介護老人
福祉施設

定員

有料老人
ホーム定員

サービス付
き高齢者向
け住宅戸

数

認知症対
応型共同
生活介護
の定員

養護老人
ホーム定員

軽費老人
ホーム定員

在支診箇
所数

在支病箇
所数

訪問診療
料算定件

数

訪問看護ス
テーション

数

訪問看護
サービス年
間実受給

者数

-0.59 -0.55 -0.41 -0.35 -0.13 -0.07 -0.60 -0.59 -0.40 -0.10 -0.42 0.15 0.05 0.56

出典：平成25年度介護給付費実態調査（厚生労働省）
平成25年人口動態調査（厚生労働省）
平成25年人口推計（総務省）

（人）
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報酬上の評価と算定状況①
ターミナルケアに関連する診療報酬上の主な評価

訪問診療 訪問看護

加算等 在宅患者訪問診療の
算定回数の緩和

在宅ターミナルケア
加算

看取り加算 在宅ターミナルケア加算
訪問看護ターミナルケア療養費
（訪問看護ステーションが算定）

算定要件
（概要）

終末期等により、一時
的に週４回以上の頻回
な訪問診療の必要を認
める患者の患家を定期
的かつ計画的に訪問し
診療を行った場合には、
１月に１回に限り、頻回
な訪問診療の必要を認
めた日から最大14日間

連続で、在宅患者訪問
診療料を算定すること
ができる。

（注）在宅患者訪問診
療料の算定は、原則最
大3回/週

・在宅で死亡した患
者に対してその死亡
日及び死亡日前14
日以内に、２回以上
の往診又は訪問診
療を実施した場合に
算定する。

・この場合、診療内
容の要点等を診療録
に記録する。

・往診又は訪問診療を行い、在
宅で患者を看取った場合に算定
する。

・なお、事前に当該患者又はそ
の家族等に対して、療養上の不
安等を解消するために十分な説
明と同意を行った上で、死亡日
に往診又は訪問診療を行い、当
該患者を患家で看取った場合に
算定する。

・この場合、診療内容の要点等
を診療録に記録する。

・在宅で死亡した患者に対して、
保険医療機関の保険医の指
示により、その死亡日及び死
亡日前14日以内に、２回以上

訪問看護・指導を実施し、かつ、
訪問看護におけるターミナル
ケアに係る支援体制（担当者
名、連絡先、緊急時の注意事
項）について患者及び家族等
に対して説明した上でターミナ
ルケアを行った場合に算定す
る。

・当該加算を算定した場合は、
死亡した場所、死亡時刻等を
看護記録に記録する。

・在宅で死亡した利用者に対し
て、その主治医の指示により、
その死亡日及び死亡日前14日

以内に、２回以上指定訪問看護
を実施し、かつ、訪問看護にお
けるターミナルケアに係る支援
体制（担当者名、連絡先、緊急
時の注意事項）について利用者
及び家族等に対して説明した上
でターミナルケアを行った場合
に算定する。

・当該療養費を算定した場合は、
死亡した場所、死亡時刻等を訪
問看護記録書に記録する。

点 数
（療養費は円）

－

（例）在宅療養支援
診療所又は、在宅療
養支援病院

・病床を有する場合
6,000点

・病床を有しない場
合 5,000点

3,000点 2,000点 20,000円

備 考 － －

※死亡診断加算（200点）

在宅で療養を行っている患者が、
在宅で死亡した場合であって、
死亡日に往診又は訪問診療を
行い、死亡診断をした場合に算
定。看取り加算には、死亡診断
に係る費用が含まれており、別
に算定することはできない。

－
－
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在宅医療において、実績に応じた評価を行う観点から、緊急往診及び看取りの十分な実績等を
有する在支診・病に対する評価を充実する。

［施設基準］
① 機能強化型の在支診・病の届出を行っていること。
② 過去1年間の緊急往診の実績が15件以上、かつ、看取りの実績が20件以上であること。
③ 緩和ケア病棟又は在宅での１年間の看取り実績が10件以上の医療機関において、3か月以上の勤務歴がある常勤の医師がい

ること。
④ 末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないものに対し、患者が自ら注射によりオピオイド系鎮

痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を、過去１年間に２件以上有していること、又は過去に５件以上実施した経験のある常
勤の医師配置されており、適切な方法によってオピオイド系鎮痛薬を投与した実績を過去１年間に10件以上有していること。

⑤ 「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した研修」又は「緩和ケアの基本教育のための都道府県指
導者研修会等」を修了している常勤の医師がいること。

⑥ 院内等において、過去1年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提
供がなされていること。

在宅医療における看取り実績に関する評価の充実①

(新) 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算

十分な実績を有する医療機関が、以下の項目に該当する診療を行った際に、以下に示す点数を所定点数に加算する。

緊急、夜間・休日又は深夜の往診 １００点

ターミナルケア加算 １,０００点

在宅時医学総合管理料 １００～４００点

施設入居時等医学総合管理料 ７５～３００点

在宅がん医療総合診療料 １５０点

報酬上の評価と算定状況② 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
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在宅医療において、実績に応じた評価を行う観点から、緊急往診及び看取りの十分な実績等を
有する在支診・病に対する評価を充実する。

［施設基準］

在宅医療における看取り実績に関する評価の充実②

平成28年度診療報酬改定

在宅療養実績加算１ （新）在宅療養実績加算２

緊急、夜間・休日又は深夜の往診 ７５点 ５０点

ターミナルケア加算 ７５０点 ５００点

在宅時医学総合管理料 ７５～３００点 ５０～２００点

施設入居時等医学総合管理料 ５６～２２５点 ４０～１５０点

在宅がん医療総合診療料 １１０点 ７５点

在宅療養実績加算１ （新）在宅療養実績加算２

過去1年間の緊急の往診の実績 10件以上 ４件以上

過去1年間の在宅における看取りの
実績

４件以上 ２件以上

緩和ケアに係る研修 －

「がん診療に携わる医師に対する緩和
ケア研修会の開催指針に準拠した研修」
又は「緩和ケアの基本教育のための都
道府県指導者研修会等」を修了している
常勤の医師がいること。

報酬上の評価と算定状況③ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
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○ 在宅ターミナルケア加算、看取り加算や在宅がん医療総合診療料の算定回数は、概ね増加傾向
にある。

出典：社会医療診療行為別統計（各6月審査分）

＜終末期に係る主な点数の算定回数の推移＞

報酬上の評価と算定状況④ 在宅での終末期医療に係る点数の算定状況

算定回数（1か月）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27

在宅ターミナルケア加算 看取り加算 在宅がん医療総合診療料（※）
（※）平成22年・23年は「在宅末期医療総合診療料」を集計

中医協 総－３

２９．１．１１

30



34
115 125 166 167

105

182
236

307 351

150

356

511

585
664

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H19 H21 H23 H25 H27

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

ターミナルケア加算（介護保険）の算定数の推移

○ 平成27年9月中の死亡によるサービスの終了者では、介護保険の利用者よりも医療保険の利用者の方
が多く、ターミナルケアに係る評価の算定件数も多い。

報酬上の評価と算定状況⑤
訪問看護利用者におけるターミナルケアの状況

1,327

1,186

（利用者数）

ターミナルケア療養費（医療保険）の算定数の推移

706

1,134

1,566

1,923

2,853

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Ｈ19 Ｈ21 Ｈ23 Ｈ25 Ｈ27

（利用者数）

出典：介護給付費実態調査（各年4月審査分）、保険局医療課調べ（各年6月審査分）

728

993

645
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1,103 

634 

2,248 

448 

274 

1,969 

493 

1,224 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

ターミナルケア加算あり

ターミナルケア加算なし

ターミナルケア療養費あり

ターミナルケア療養費なし

在宅死亡 在宅以外死亡
（総数 8,393人）

○ 平成27年9月中の死亡によるサービスの終了者では、介護保険の利用者よりも医療保険の利用者の
方が若干上回っている。

○ ターミナルケアを受けている利用者のほうが、在宅での死亡が在宅以外での死亡より多い。

介護保険利用者

医療保険利用者

平成27年９月中の死亡によるサービスの終了者数の状況

出典：平成27年介護サービス施設・事業所調査

3,980人

4,413人
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報酬上の評価と算定状況⑥
訪問看護利用者におけるターミナルケアの状況



地域包括ケア病棟の主な役割（イメージ）

亜急性期・回復期等

急性期・高度急性期

①急性期からの受け入れ

急性期

長期療養
介護等

②在宅・生活復帰支援

③緊急時の受け入れ

自宅・在宅医療介護施設等

入院患者の重症度、看護必要度の設定 など

在宅復帰率の設定 など

・二次救急病院の指定
・在宅療養支援病院の届出 など

入院患者データの提出

重症度・看護必要度A項目1点以上の患者 15％以上

注：介護施設等、自宅・在宅医療から直接、急性期・高度急性期の病院へ入院することも可能。
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【テーマ１】 看取り

34

１．看取りを巡る状況

２．場所に応じた看取りの現状と報酬上の評価
①在宅
②介護保険施設等
③医療機関



高齢者向け住まいの概要

35

➀有料老人ホーム ➁養護老人ホーム ➂軽費老人ホーム
➃認知症高齢者

グループホーム

根拠法 老人福祉法第29条 老人福祉法第20条の4
社会福祉法第65条

老人福祉法第20条の6
老人福祉法第5条の2第６項

基本的性格 高齢者のための住居
環境的、経済的に困窮した高齢者
の入所施設

低所得高齢者のための住居
認知症高齢者のための共同生活
住居

定義

老人を入居させ、入浴、排せつ若し
くは食事の介護、食事の提供、洗
濯、掃除等の家事、健康管理をす
る事業を行う施設

入所者を養護し、その者が自立し
た生活を営み、社会的活動に参加
するために必要な指導及び訓練そ
の他の援助を行うことを目的とする
施設

無料又は低額な料金で、老人を入
所させ、食事の提供その他日常生
活上必要な便宜を供与することを
目的とする施設

入居者について、その共同生活を
営むべき住居において、入浴、排
せつ、食事等の介護その他の日常
生活上の世話及び機能訓練を行う
もの

介護保険法上

の類型
特定施設入居者生活介護

認知症対応型

共同生活介護

主な設置主体
限定なし

（営利法人中心）

地方公共団体

社会福祉法人

地方公共団体

社会福祉法人

知事許可を受けた法人

限定なし

（営利法人中心）

対象者

老人

※老人福祉法上、老人に関する定
義がないため、解釈においては
社会通念による

65歳以上の者であって、環境上及
び経済的理由により居宅において
養護を受けることが困難な者

身体機能の低下等により自立した
生活を営むことについて不安である
と認められる者であって、家族によ
る援助を受けることが困難な60歳以
上の者

要介護者/要支援者であって認知
症である者（その者の認知症の原
因となる疾患が急性の状態にある
者を除く。）

１人当たり面積 13㎡（参考値） 10.65㎡
21.6㎡（単身）

31.9㎡（夫婦） など
7.43㎡

件数※
10,627件(H27.7) 957件(H27.10) 2,264件(H27.10) 12,985件(H28.3)

特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設： 4,977件(H26.10)

定員数※
422,612人(H27.7) 64,313人(H27.10) 93,712人(H27.10) 190,500人(H28.3)

特定施設入居者生活介護（予防を含む）を受けている利用者数： 210 千人(H26.10)

※：➀→厚生労働省老健局調べ、➁・③→社会福祉施設等調査 、➃、特定施設→介護給付費実態調査（「定員数」の値については利用者数）



介護保険３施設の比較

36

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設

基本的性格
要介護高齢者のための生活施設

※27年度より新規入所者は原則要介護３以上

要介護高齢者にリハビリ等を提
供し在宅復帰を目指す施設

医療の必要な要介護高齢者のた
めの長期療養施設

定義

老人福祉法第20条の5に規定する特別養
護老人ホームであって、当該特別養護老
人ホームに入所する要介護者に対し、施
設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日常生活上の世話、
機能訓練、健康管理及び療養上の世話を
行うことを目的とする施設

要介護者に対し、施設サービス計画に
基づいて、看護、医学的管理の下にお
ける介護及び機能訓練その他必要な
医療並びに日常生活上の世話を行う
ことを目的とする施設

療養病床等を有する病院又は診療所
であって、当該療養病床等に入院する
要介護者に対し、施設サービス計画に
基づいて、療養上の管理、看護、医学
的管理の下における介護その他の世
話及び機能訓練その他必要な医療を
行うことを目的とする施設

主な設置主体※１
社会福祉法人

（約９４％）

医療法人

（約７４％）

医療法人

（約８３％）

施設数（H28.3）※２ 9,507件 4,201 件 1,320 件

利用者数（H28.3）※２ 572,800 人 359,400 人 59,000 人

居室面積

・定員数

従来

型

面積／人 10.65㎡以上 8㎡以上 6.4㎡以上

定員数 原則個室 ４人以下 ４人以下

ユニット
型

面積／人 10.65㎡以上

定員数 原則個室

「多床室」の割合※３
６１．８％

※平成27年8月より室料自己負担。
８４．１％ ９５．０％

平均在所（院）日数※４ 1,405日 311日 483日

低所得者（所得第３段階以下）の割合※４ ８０．９％ ６０．４％ ５７．２％

医師の配置基準 必要数（非常勤可） 常勤１以上 / 100:1以上 ３以上 / 48:1以上

医療法上の位置づけ 居宅等 医療提供施設 病床

※１の割合は介護サービス施設事業所調査（平成26年）、※２は介護給付費等実態調査（28年4月審査分。地域密着型を含む）、※３は介護給付費実態調査（平成２５年度）（老健局高齢者支援課による特別集計）、※４は介護サービス施設事業所調査（平成26年）より。
※２の数値は地域密着型介護老人福祉施設を含む。



（単位：人・床）

298,912 
314,192 

331,900 
342,900 

365,800 

382,900 

403,000 

419,100 
431,100 

441,200 
450,600 

470,200 

498,700 

516,000 

538,900 

566,600 

233,536 
244,627 

253,800 
266,700 

280,400 
294,500 

304,500 309,500 
316,600 

323,500 
331,400 335,800 

344,300 

349,900 352,300 

357,500 

116,111 120,422 
130,100 

136,500 138,200 132,100 
120,900 

111,800 102,300 93,100 
86,500 

80,900 75,200 70,300 66,100 61,300 

5,450 12,486 
24,700 

45,400 

74,800 
98,500 118,900 

128,500 
135,800 141,900 149,700 

161,000 
170,800 

176,900 
183,600 

190,100 

66,495 66,612 66,686 66,970 

67,181 66,837 66,667 66,375 66,239 65,847 65,186 64,630 65,113 64,830 64,443 61,732 67,154 72,364 77,374 

80,951 

82,594 84,325 86,367 88,059 88,735 89,053 
89,096 

91,474 
92,204 93,479 

36,855 
41,582 

46,121 
55,448 

72,666 

95,454 

124,610 
155,612 

183,295 

208,827 

235,526 

271,286 315,678 

349,975 

387,666 

422,612 

31,094 

109,239 

146,544 
177,722 

185,512 
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100,000
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400,000
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H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

介護老人福祉施設 介護老人保健施設

介護療養型医療施設 認知症高齢者グループホーム

養護老人ホーム 軽費老人ホーム

有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅

※１：介護保険３施設及び認知症高齢者グループホームは、「介護サービス施設・事業所調査（10/1時点）【H12・H13】」及び「介護給付費実態調査（10月審査分）【H14～】（定員数ではなく利用者数）」による。
※２：介護老人福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を合算したもの。
※３：認知症高齢者グループホームは、H12～H16は痴呆対応型共同生活介護、H17～は認知症対応型共同生活介護により表示。
※４：養護老人ホーム・軽費老人ホームは、「H2５社会福祉施設等調査（10/1時点）」による。ただし、H21~H23は調査票の回収率から算出した推計値であり、H24･25は基本票の数値。
※５：有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果（7/1時点）による。
※６：サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（9/30時点）」による。

認知症GH

有老

特養

サ高住

老健

軽費

介護
療養
養護

○ 高齢者向けの住まいは、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅を中心に増加傾向にある。

高齢者向け住まい・施設の定員数

37



手術・放射線治療
急性増悪時の医療等

特殊な検査
（例：超音波検査など）

簡単な画像診断
（例：エックス線診断など）

投薬・注射
検査（例：血液・尿など）

処置（例：創傷処置など）

医学的指導管理

介護療養型医療施設 介護老人保健施設 特別養護老人ホーム

○　医療サービスは、施設により介護保険又は医療保険から給付される範囲が異なる。
　※　介護療養型医療施設においては、入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為につ
　　いて、特定診療費を算定できる。
　※　介護老人保健施設においては、入所者の病状が著しく変化した場合に、緊急等やむを得ない事情により施設で行われた療
　　養について、緊急時施設療養費を算定できる。

医療保険で給付

介護保険で給付
特
定
診
療
費

緊
急
時
施
設
療
養
費

（※）上図はイメージ（例えば、簡単な手術については介護老人保健施設サービス費に包括されている）。

基本的な取扱い①
介護保険施設における介護保険と医療保険の給付調整のイメージ
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○ 検査・処置等のうち一般的なものについては介護保険の基本施設サービス費に包括されて
いるため、医療保険からは給付されない。

手術

処置

投薬・注射

画像診断

放射線治療

病理診断

検査

例）抗悪性腫瘍剤、医療
用麻薬、抗ウィルス剤、
エリスロポエチン、イン
ターフェロン、血液凝固
因子製剤

医
療
保
険

介
護

保
険

心電図

呼吸機能検査

胃ろうカテーテル
交換

胃切除術

咽頭異物摘出術
じょくそうの処

置

胸部レントゲ
ン写真

抗生剤

基本的な取扱い②
介護老人保健施設における給付調整の具体的なイメージ
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基本的な取扱い③
介護老人福祉施設（特養）における介護保険と医療保険との調整（イメージ）

※１：特養の配置医師の健康管理及び療養上の指導は介護報酬で評価されているため、初診・再診料や往診料、一部の管理料・指導料等については、診療報酬の
算定はできない。

※２：例えば、特養の入所者（患者）については原則として「在宅患者訪問診療料」の算定の対象とはならないが、➀その入所者（患者）が末期の悪性腫瘍である場合、
➁その入所者を特別養護老人ホームにおいて看取った場合は算定可能。なお、看取った場合の「在宅患者訪問診療料」の算定については、在宅療養支援診療所
（病院）又は当該特別養護老人ホームの協力医療機関の医師により死亡日から遡って３０日間に行われたものに限られている。

配置
医師

外部
医師

緊急の場合

健康管理・療養上の指導

配置医の専門外で特に診療を必要とする場合

医療保険
で評価

介護保険
で評価

がん末期
の場合

看取りの場合

投薬・注射、検査、処置など、「特別養護老人ホーム等におけ
る療養の給付の取扱いについて」で診療報酬の算定ができない

とされているもの以外の医療行為の場合

40

○ 介護老人福祉施設（特養）は、入所者に対し、健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数の医
師を配置することとされており、配置医師の医療行為は、介護保険と医療保険とで調整の上、評価され
ている。

○ 外部医師（配置医師以外の医師）については、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱い
について」（平成18年３月31日保医発0331002号）において、ⅰ)緊急の場合、ⅱ)配置医師の専門外の傷病の場合
のほか、ⅲ)末期の悪性腫瘍の看取りや、iv)在宅療養支援診療所等の医師による看取りの場合には入所
者を診ることができるとされている。



日常の生活上の世話、機能訓練等

社会福祉施設、身体障害者施設等（短期入所生活介護、介護予防短期入
所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護を受けている
者を除く）
小規模多機能型居宅介護又は複合型サービス（宿泊サービスに限る）
認知症対応型グループホーム

介護保険

看護職員の配置がない施設

看護、医学的管理の下における介護、必要な医療等
介護療養型医療施設、短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護、介護老人保健施設

看護職員の配置がある施設①

訪問看護
以下の患者に限る
・がん末期等の患者
・急性増悪等により一時的
に頻回の訪問看護が必
要な患者
・精神科訪問看護（認知
症患者を除く（精神科重
症患者早期集中支援管
理料を算定する患者はこ
の限りではない）が必要
な患者

訪問看護
以下の患者に限る
・がん末期の患者、
・精神科訪問看護（認
知症患者を除く）が
必要な患者

日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話

介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設
短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護（特別養護老人ホームに限る）

看護職員の配置がある施設②

健康管理

外部の訪問
看護ステーション
等との連携
（加算）

居宅、養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホーム（特定施設以外）

特定施設（指定特定施設、地域密着型特定施設、指定介護予防特定施設に限る）
看護職員の配置がある施設③

相談・助言、日常生活上の世話、機能訓練等

医
療
保
険

※介護保険の訪問看護

○ 介護保険施設への訪問看護は、看護職員の配置の有無を原則として給付調整が行われている。

基本的な取扱い④
介護保険施設への訪問看護の給付調整
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介護老人
福祉施設

介護老人
保健施設

（介護療養型老人
保健施設）

介護療養型
医療施設

認知症対応型
グループホーム

特定施設入居者
生活介護

小規模多機能型
居宅介護

看護小規模多機
能型居宅介護

訪問看護

加
算
等

看取り介護加算 ターミナルケア加算

療養機能強化型
（加算ではなく、施設
サービス費の要件で医
療ニーズ・ターミナルケ
アへの対応を評価）

看取り介護加算 看取り介護加算 看取り連携体制加算 ターミナルケア加算 ターミナルケア加算

算
定
要
件
（
概
要
）

【入所者基準】
○ 医師が一般に認めら

れている医学的知見に
基づき回復の見込みが
ないと診断した者である
こと。

○入所者の介護に係る
計画について、医師等
のうちその内容に応じ
た適当な者から説明を
受け、当該計画につい
て同意している者であ
ること。

○指針に基づき、入所
者の状態等に応じ随時、
介護記録等を活用し行
われる介護について説
明を受け、同意して介
護を受けている者であ
ること。
【施設基準】
○ 常勤看護師を配置し、

看護職員との連携によ
る24時間連絡できる体
制を確保すること。
○ 看取りに関する指針

を定め、入所の際に、
内容を説明し、同意を
得ていること。
○ 医師、看護・介護職

員等による協議の上、
適宜指針の見直しを行
うこと。
○ 看取りに関する研修
を行っていること。
○ 看取りを行う際に個

室又は静養室の利用が
可能となるよう配慮を行
うこと。

○ 医師が一般に認めら

れている医学的知見に
基づき回復の見込みが
ないと診断した者である
こと。
○ 入所者又はその家

族等の同意を得て、当
該入所者のターミナル
ケアに係る計画が作成
されていること。
○ 医師、看護師、介護

職員等が共同して、入
所者の状態又は家族の
求め等に応じ随時、本
人又はその家族への説
明を行い、同意を得て
ターミナルケアが行わ
れていること。

（療養機能強化型Ａの
場合）
○ 重篤な身体疾患を有

する者及び身体合併症
を有する認知症高齢者
の占める割合が100分
の50以上であること。
○ 喀痰吸引、経管栄養

又はインスリン注射が
実施された者の占める
割合が100分の50以上
であること。
○ 介護老人保健施設

のターミナルケア加算
に係る算定要件（左記）
のいずれにも適合する
者の占める割合が100
分の10以上であること。
○ 生活機能を維持改

善するリハビリテーショ
ンを行っていること。
○ 地域に貢献する活動
を行っていること。

【入居者基準】
○ 医師が一般に認めら

れている医学的知見に
基づき回復の見込みが
ないと診断した者である
こと。

○入居者の介護に係る
計画について、医師等
のうちその内容に応じ
た適当な者から説明を
受け、当該計画につい
て同意している者であ
ること。

○指針に基づき、入所
者の状態等に応じ随時、
介護記録等を活用し行
われる介護について説
明を受け、同意して介
護を受けている者であ
ること。
【施設基準】
○ 看取りに関する指針

を定め、入居の際に、
内容を説明し、同意を
得ていること。
○ 医師、看護・介護職

員等による協議の上、
適宜指針の見直しを行
うこと。
○ 看取りに関する研修
を行っていること。

※医療連携体制加算を
算定していない場合は、
算定しない。

【利用者基準】
○ 医師が一般に認めら

れている医学的知見に
基づき回復の見込みが
ないと診断した者である
こと。

○利用者の介護に係る
計画について、医師等
のうちその内容に応じ
た適当な者から説明を
受け、当該計画につい
て同意している者であ
ること。

○指針に基づき、利用
者の状態等に応じ随時、
医師等の相互連携の下、
介護記録等を活用し行
われる介護について説
明を受け、同意して介
護を受けている者であ
ること。
【施設基準】
○ 看取りに関する指針

を定め、入居の際に、
内容を説明し、同意を
得ていること。
○ 医師、看護・介護職

員等による協議の上、
看取りの実績等を踏ま
え適宜指針の見直しを
行うこと。
○ 看取りに関する研修
を行っていること。

【利用者基準】
○ 医師が一般に認めら

れている医学的知見に
基づき回復の見込みが
ないと診断した者である
こと。

○看取り期における対
方針に基づき、登録者
の状態又は家族の求め
等に応じ、介護職員、
看護職員等から介護記
録等登録者に関する記
録を活用し行われる
サービスについての説
明を受け、同意した上
でサービスを受けてい
る者であること。
【施設基準】
○ 看護師により24時間

連絡できる体制を確保
していること。

○ 看取り期における
対応方針を定め、利用
開始の際に、登録者又
はその家族等に対して、
当該対応方針の内容を
説明し、同意を得ている
こと。

※看護職員配置加算
（I）を算定していない場
合は、算定しない。

○ 死亡日及び死亡日
前14日以内に、２回以

上ターミナルケアを行っ
た場合に算定。
○ 24時間連絡できる体

制を確保しており、かつ、
必要に応じて、訪問看
護を行うことができる体
制を整備していること。
○ 主治医との連携の下

に、訪問看護における
ターミナルケアに係る計
画及び支援体制につい
て利用者及びその家族
等に対して説明を行い、
同意を得てターミナル
ケアを行っていること。
○ ターミナルケアの提

供について利用者の身
体状況の変化等必要な
事項が適切に記録され
ていること。

○ 死亡日及び死亡日
前14日以内に、２回以

上訪問看護を行ってい
る場合に算定。
○ 24時間連絡できる体

制を確保しており、かつ、
必要に応じて、訪問看
護を行うことができる体
制を整備していること。
○ 主治医との連携の下

に、訪問看護における
ターミナルケアに係る計
画及び支援体制につい
て利用者及びその家族
等に対して説明を行い、
同意を得てターミナル
ケアを行っていること。
○ ターミナルケアの提

供について利用者の身
体状況の変化等必要な
事項が適切に記録され
ていること。

ターミナルケアに関連する介護報酬上の主な評価
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【出典】平成24年度老人保健健康増進等事業
「療養病床から転換した介護老人保健施設等のあり方に関する
調査研究事業」（一般社団法人日本慢性期医療協会）

100床あたり年間ターミナルケア実施人数
(平成24年10～11月の調査基準日より遡って1年間に実施したケア)

※「ターミナルケア」を定義せず、その実施人数を質問したもの

100床あたり年間看取り実施人数
(平成24年9月1日からの1年間で看取った人数／100床／年）

※「看取り」を定義せず、その実施件数を質問したもの
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【出典】平成25年度老人保健健康増進等事業
「長期療養高齢者の看取りの実態に関する横断調査事業」
（みずほ情報総研株式会社）

（人） （人）

介護保険施設における看取り・ターミナルケアの実施状況
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※n：施設数
（出典）平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（平成26年度調査）「介護サービス事業所における医療職の勤務実態および医療・看護の提供実態に関する横断的な調査研究事業報告書」 44

介護保険施設における看取りに関する計画の策定状況

56.4%
16.5%

16.6%

7.6%

3.0%

①特別養護老人ホーム
(n=711)

51.6%

10.1%

19.2%

16.9%

2.2%

②老人保健施設

(n=803)

28.2%

58.1%

5.8%

4.6%
3.3%

③介護療養病床

(n=747)

35.3%

52.8%

4.0%
5.6%

2.3%

④医療療養病床

(n=303)

看取り期に入った利用者

に対し、個別に看取り計

画を立てて看取りを行っ

ている

看取り期に入った利用者

に対し看取りは行ってい

るが、看取りの計画は立

てていない

看取りは行っていない

が、今後条件が整えば対

応を考えたい

看取りは行っておらず、

今後も対応する予定はな

い（考えていない）

無回答



15.2%

4.8%

16.3%

14.1%

1.6%

3.8%

2.8%

4.0%

3.9%

4.2%

0.2%

0.3%

0.1%

0.7%

0.2%

1.1%

41.7%

31.0%

59.5%

47.2%

32.5%

51.9%

17.6%

27.5%

2.3%

1.3%

1.2%

2.1%

2.8%

2.3%

2.1%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特別養護老人ホーム(n=5236)

老人保健施設(n=6672)

介護療養病床(n=3992)

医療療養病床(n=1966)

貴施設・貴院での看取り・療養を希望 自宅での看取り・療養を希望

医療機関での看取り・療養を希望 貴施設・貴院以外の介護施設での看取り・療養を希望

意思の表示が不可能 希望を把握していない

その他 無回答

※ n：入院・入所者件数
（出典）平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（平成26年度調査）「介護サービス事業所における医療職の勤務実態および医療・看護の提供実態に関する横断的な調査研究事業報告書」

介護保険施設における看取りの場に関する本人の希望

45



46.6%

18.4%

75.4%

59.4%

0.4%

0.9%

0.7%

1.8%

10.3%

12.7%

1.1%

1.1%

0.3%

3.2%

2.2%

2.7%

1.3%

1.0%

1.9%

2.0%

33.7%

58.1%

15.2%

26.6%

4.2%

2.8%

1.5%

2.5%

3.1%

2.8%

2.0%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特別養護老人ホーム(n=5236)

老人保健施設(n=6672)

介護療養病床(n=3992)

医療療養病床(n=1966)

貴施設・貴院での看取り・療養を希望 自宅での看取り・療養を希望

医療機関での看取り・療養を希望 貴施設・貴院以外の介護施設での看取り・療養を希望

意思の表示が不可能 希望を把握していない

その他 無回答

※ n：入院・入所者件数
（出典）平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（平成26年度調査）「介護サービス事業所における医療職の勤務実態および医療・看護の提供実態に関する横断的な調査研究事業報告書」

介護保険施設における看取りの場に関する家族の希望
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特定施設入居者生活介護（介護付き有料老人ホーム）における「死亡を理由にした退去者」のう
ち、50％が特定施設内での逝去となっている。（3年間で14％増加）

出典：地域社会及び経済における特定施設の役割及び貢献に関する調査研究報告書 出典：有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究事業報告書

50.0%

3.0%

11.1%

34.1%

1.8%

特定施設内

併設診療所

医療機関（死亡前３

日以内に入院）

医療機関（死亡前４

日以上前に入院）

その他

36.2%

1.3%
15.0%

45.9%

1.5%

平成22年度
（看取り介護加算の創設前）

平成25年度
（看取り介護加算の創設後）

N=1,092事業所N=1,509事業所

逝去の場所別にみた人数

特定施設入居者生活介護における看取りの状況
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2.5
0.6

14.0

6.4

2.6

5.7

4.3

24.8

19.4

17.4

2.2

元の自宅

親族の家（子供の家など）

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

上記以外の入居施設（有

料老人ホーム等）

精神科病院・一般病院の

精神病床

その他の医療機関

死亡（事業所で看取りま

でおこなった）

死亡（入院先等で亡くなっ

た）

その他

n=4,305

○ 看取り介護加算を算定している事業所の割合や退居者のうち事業所で看取りを行った割合は約2割

【出典】 平成27年老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業
「認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業報告書」

【認知症対応型共同生活介護からの退居先 ｎ：退居者数）】

認知症対応型共同生活介護における加算の算定状況と看取りの実施状況

8.7

0.9

11.1

18.3

76.2

4.0

33.9

4.1

27.3

12.9

25.7

19.8

4.6

0 20 40 60 80 100

夜間支援体制加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

若年性認知症利用者受入加算

看取り介護加算

医療連携体制加算

退居時相談援助加算

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

無回答

n=703 （％）

【認知症対応型共同生活介護の加算算定状況 ｎ：事業所数）】

※平成27年11月の算定状況 ※平成25年11月1日～平成27年10月31日期間の退居者
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○ 1年間の利用終了者のうち、在宅死亡による終了者がいた事業所が65.6％、そのうち事業所内で
の看取りがあった事業所が46.5％であった。

看護小規模多機能型居宅介護における看取りの現状

１年間利用終了者のうち、在宅死亡者がいた事業所、事業所内看取りを行った事業所の割合 (n=157)
（平成26年10月～平成27年9月）

65.6%

46.5%

0% 20% 40% 60% 80%

在宅死亡

事業所内での看取り

出典：平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究にかかる調査「看護小規模多機能型居宅介護サービス提供の在り方に関する調査研究事業」

49
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【テーマ１】 看取り

50

１．看取りを巡る状況

２．場所に応じた看取りの現状と報酬上の評価
①在宅
②介護保険施設等
③医療機関
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医療機関での看取りの状況①

出典 平成26年度入院医療等の調査

医療機関における各病棟での死亡退院の平均割合 （平成２６年１０月の１か月間）

緩和ケア病床の推移

2,922 3,135 3,498 3,780 4,042 
4,872 4,600 

5,233 
5,795 

6,303 
7,030 

154 164 181 193 207 222 231 263 
292 316 350 

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

病床数

医療機関数

（中医協総-２ 27.10.21）保険局医療課調べ

緩和ケア病棟入院料を届出ている医療機関数・病床数は、年々増加している。

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

療養病棟入院基本料

（n=290病棟）

地域包括ケア病棟入院料（管理料）

(1,2)（n=52病棟）

7対1一般病棟入院基本料

（n=739病棟）

35.9%

3.8%

2.6%

（ヶ所）（床数）
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医療機関での看取りの状況②

一般病院の緩和ケアの状況

出典 平成26年医療施設調査

がん患者の看取りの場所

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度

自宅

診療所、老健等

拠点病院等以外の病院

がん診療連携拠点病院等

4.5%
8.9%

61.5%

4.7%

9.6%

61.4%

24.3%25.1%

出典 厚生労働省人口動態統計、
がん診療連携拠点病院現況報告のデータに基づいてがん・疾病対策課で作成

60.9%

24.1%

9.9%
5.1%

（人）



○ 高齢者の搬送割合は年々、増加傾向にあり平成26年には５割以上を占めている。

（平成27年度版 救急・救助の現況）

年齢区分別搬送人員構成比率の推移
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全体 小児 成人 高齢者

死亡・
重症

１．５万人 １６．４万人 ３６．１万人

中等症 １０．３万人 ６７．９万人 ９６．７万人

軽症 ３８．５万人 １３７．８万人 ６８．５万人

全体
小児

（１８歳未満）

成人

（１８歳～６４歳）

高齢者

（６５歳以上）

死亡・
重症

１．２万人

０．３万人減

－２０％

１３．０万人

３．４万人減

－２１％

４０．９万人

４．８万人増

＋１３％

中等症

１１．１万人

０．８万人増

＋１％

６２．２万人

５．７万人減

－８％

１４４．２万人

４７．５万人増

＋４９％

軽症

３４．６万人

３．９万人減

－１０％

１１７．７万人

２０．１万人減

－１５％

１１４．６万人

４６．１万人増

＋６７％

平成１6年中

小児 成人 高齢者

「救急・救助の現況」（総務省消防庁）のデータをもとに分析したもの

（万人） （万人） （万人）

○ 救急搬送人員の伸びは、年齢別では高齢者が多く、重症度別では軽症・中等症が多い。

0
20
40
60
80

100
120
140
160

軽症 中等症 重症

平成16年

平成26年

0
20
40
60
80

100
120
140
160

軽症 中等症 重症

平成16年

平成26年

0
20
40
60
80

100
120
140
160

軽症 中等症 重症

平成16年

平成26年

死亡・
重症

死亡・
重症

平成２6年中

死亡・
重症

死亡：初診時において死亡が確認されたもの
重症：傷病程度が３週間の入院加療を必要とするもの
中等症：傷病程度が重症または軽症以外のもの
軽症：傷病程度が入院加療を必要としないもの

10年間の救急搬送人員の変化（年齢・重症度別）
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